
新たな「横浜市一般廃棄物処理基本計画（素案）」に関する 

パブリックコメントの実施について 

 

１ 趣旨 

横浜市では、ごみ処理の基本計画である「横浜Ｇ30プラン(2002～2010年度)」、「ヨ

コハマ３Ｒ夢プラン(2010～2025年度)」に替わる新たな「横浜市一般廃棄物処理基本計

画」の素案を策定しました。この計画を市民の皆様の御意見をふまえた計画とするた

め、パブリックコメントを実施します。 

 

２ 計画概要 

  別紙「パブリックコメント用リーフレット」を参照 
 
３ 募集期間 

  令和５年 10月 12日(木) から 11月 10日(金) まで 
 
４ 意見の提出方法 

  次のいずれかの方法でご意見をお寄せください。 

(1) 電子申請システム

【推奨】 
①インターネットで横浜市電子申請システムと検索 

②ホーム画面の上部手続き一覧(個人向け)を選択 

③キーワード検索欄で一般廃棄物と検索 

④該当コメントを選択 

(2) 郵送 リーフレット付属のはがきをお送りください。(切手不要) 

(3) 電子メール sj-newplan@city.yokohama.jp 

(4) ＦＡＸ 045-550-4239 
※ 御意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭での御意見はお受け付けすることができません。 

※ FAX・電子メールでお送りいただく場合は、「新たな計画への意見」である旨を明記してください。 
 

 

５ リーフレット配架場所  
  

リーフレット配架場所 

〇各区役所広報相談係、地域振興課 

〇横浜市立図書館・主要駅ＰＲボックス 

〇市民情報センター（横浜市庁舎３階） 

〇資源循環局政策調整課（横浜市庁舎 23階） 

〇資源循環局収集事務所、焼却工場 

 

６ 今後の予定 

  令和５年 10月 12日～11月 10日 パブリックコメントの実施 

12月          パブリックコメント結果公表・原案策定 

年度内         新たな「横浜市一般廃棄物処理基本計画」開始 

 

担 当：横浜市資源循環局政策調整課 （計画全体について）今井、木村（貴） 

               （ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄについて）近藤、木村（充） 

電 話：671-2503                   

ＦＡＸ：550-4239  

市連会 10 月定例会説明資料 

令和５年 1 0 月 1 2 日 

資 源 循 環 局 

計画（素案）冊子・リーフレットデータはこちら 
（横浜市資源循環局政策調整課ウェブページ） 





一般廃棄物処理基本計画 （2023年度～2030年度）

SDGsの達成と脱炭素社会の実現
【市民・事業者の皆様との取組】

市民ニーズへの対応と安定したごみ処理
【行政の取組】

６つの政策と具体的取組

具体的取組

● 発生抑制（リデュース）の推進

● 分別・リサイクルの推進

● 事業者等への働きかけ

● 海洋流出対策

● 価値観の醸成ときっかけづくり

● 場面に応じた実践行動の推進

● 多様な主体との連携・共有

● 事業者への働きかけ

● 生ごみの減量・リサイクル

● 小学校や地域等との連携や出前講座等の実施

● 廃棄物処理施設における環境学習の充実

● 多様なツールや機会を活用した情報提供

● ３Ｒに関する表彰等の実施

● 環境プロモーションの実施

● 家庭ごみの安定的な収集運搬と適正排出の推進

● 資源化の推進

● 環境に配慮した安定的なごみ処理の推進

● 事業系ごみの適正処理

● し尿処理

● 高齢化やごみ出しに関する課題への対応

● まちの美化の推進

● 災害への備え

● デジタル化の推進

● 廃棄物分野における国際協力

● 有料化の検討・廃棄物処理手数料の適宜見直し

● 廃棄物処理施設の再整備等の実施・検討

● 環境にやさしいエネルギーの創出と地域貢献

● 省エネの推進・脱炭素技術等の研究

小盛りやテイクアウトの飲食店を認定する
「食べきり協力店」の利用促進

小学校向けの出前講座

日々の家庭ごみ収集実践行動の推進

近隣市と連携した広域での
プラスチック海洋流出対策

DXによる
行政サービスの向上と効率化

円滑かつ迅速な
災害廃棄物の処理

リサイクルのために
缶・びん・ペットボトルを選別

ポスターコンクール

発生抑制の推進

分別ルールの変更
プラスチックごみの分別・リサイクルの拡大

（ 詳細は裏表紙参照 ）

目標

政策１ プラスチック対策の推進

基本
理念

燃やすごみに含まれるプラスチックごみの量を２０３０年度までに ２万トン削減 （2022年度比）

将来にわたってごみの処理を安定的に継続していくとともに、SDGsの達成はもちろん、脱炭素社会
の実現や循環経済の移行に向け、果敢に挑戦していきます。
さらに、ごみの処理を通じて、環境、経済、社会的な課題解決に向け、市民・事業者の皆様と共に考え、

取り組んでいくことで誰もが快適に暮らし、将来世代に良好な環境を引き継いでいきます。

脱炭素社会の実現に向け、使い捨てプラスチックの削減や、適切な分別・リサイクルなど、市民・事業者の皆様による

主体的な ３Ｒ＋Renewable の取組を促進し、温室効果ガスの排出量を削減します。また、プラスチックごみによる

海洋汚染問題への対応として、海洋流出防止に向けた取組を進めます。

市民・事業者の皆様の間で「食」を大切にする価値観が醸成され、製造・流通・販売・消費のあらゆる場面における

食品ロス削減に向けた具体的な取組の実践と定着につながるよう、働きかけを行うとともに、先進的な取組の波及・

普及を図ります。

「誰もが快適に暮らし、将来の子どもたちに良好な環境を引き継いでいく」ため、市民・事業者の皆様がより一層

環境に関心を持ち、3R行動などの具体的な取組の実践につながるよう、環境学習や普及啓発の取組を行います。

誰もがごみのことで困らない、住みよいまちに向けて、高齢化に伴うごみ出し支援やまちの美化、災害への備えなどに

着実に対応していきます。また、デジタル技術の活用による行政サービスの向上や効率化等を進めます。

ごみ処理の安心・安全・安定を確保するため、家庭ごみ、し尿の安定的かつ効率的な収集運搬に努めるとともに、

施設の適切な維持管理・補修を実施します。さらに、資源の有効利用を進め、環境負荷の低減を図ります。

将来にわたって安全で安定的なごみ処理体制を確保していくため、老朽化が進む廃棄物処理施設の計画的かつ着実

な整備を実施します。また、環境にやさしいエネルギーの創出や利活用等、市域内の脱炭素化や地域貢献に向けた取組

を進めていきます。

工場の新設・長寿命化工事 焼却工場のCO２回収
（CCUの実証試験）

収集車両等10％

ごみ処理に伴い発生する
温室効果ガスの内訳

市の事業に伴い発生する
温室効果ガスの内訳

内訳

ごみ処理事業
３９％

プラスチックなど
化石由来のごみの焼却

90％

ごみの処理に伴い発生する温室効果ガスは、
市の事業全体の約４割を占め、そのうちの

約９割がプラスチック類の焼却によるものです。

プラスチックごみの焼却を減らすことで、
温室効果ガスの排出量を削減し、
脱炭素社会の実現を目指していきます！

どうして目標が
プラスチックごみの削減なの？

計画の詳細はこちら

政策２ 食品ロス削減の推進

政策３ 環境学習・普及啓発の推進

政策４ 多様な社会ニーズへの対応

政策５ 安定したごみの収集・運搬・処理・処分

政策６ 将来を見据えた施設整備



NEW



✂ 切り取り

新たな一般廃棄物処理基本計画（素案）に対する
あなたの御意見をお聞かせください

～パブリックコメントを実施します～【11月 10日まで】

いずれかの方法で御意見をお寄せください。 

募集期間 令和５年 10 月 12 日（木）から 11 月 10 日（金）まで 

提出方法 

①電子申請システム（推奨）

②郵   送 本リーフレット付属のハガキを切り取り、お送りください。  

  切手は不要です。 

③電子メール sj-newplan@city.yokohama.jp

④Ｆ Ａ Ｘ 045-550-4239

 (受取人) 

横浜市中区本町 

   ６丁目 50-10-23 階 

資源循環局政策調整課 

「パブリックコメント担当」行 

差出有効期限

□ 横浜市（  ）区  □ 市外 

□20 歳代

□40 歳代

□60 歳代

□80 歳以上

あなたの情報をご記入ください。 

住 

所 

年 

代 

□20 歳未満

□30 歳代

□50 歳代

□70 歳代

231-8790

郵便はがき

料金受取人払郵便

御意見の提出に伴い頂いた個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の

規定に従って適正に管理し、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させて

いただきます。 

令和 6 年 2 月 29 まで 

留意事項 

・ 御意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭

での御意見はお受け付けすることができません。 

・ 頂いた御意見は、原案策定の参考にさせていただきま

す。個人情報を除き、本市の考え方と合わせて後日公表さ

せていただきます。個別の回答は行っておりませんので、

あらかじめ御了承ください。 

・ 御意見の提出に伴い頂いた個人情報は、「横浜市個人情

報の保護に関する条例」の規定に従って適正に管理し、本

案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていた

だきます。 

・ FAX・電⼦メールでお送りいただく場合は、「横浜市一

般廃棄物処理基本計画 素案」への意⾒である旨を明記し

てください。

お問合せ先

横浜市資源循環局政策調整課 

TEL   :045-671-2503 FAX   :045-550-4239

電子メール: sj-newplan@city.yokohama.jp

0 0 5 

9377 

電子申請システム▶ 

横浜市電子申請・届出システム ＞ 手続き一覧（個人向け） ＞ キーワード検索 一般廃棄物 

01132082
タイプライターテキスト
見本



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✂ 切り取り 

新たな一般廃棄物処理基本計画（素案） 
への御意見をご記入ください 

計画（素案）冊子は以下の場所で閲覧できます。 

●横浜市資源循環局政策調整課ウェブページ 

  

 

●各区役所 広報相談係・地域振興課 

●市民情報センター（横浜市庁舎３階） 

●横浜市立図書館 

●資源循環局政策調整課（横浜市庁舎 23 階） 

※ 冊子については閲覧のみとなっております。 

   紙での配布は行っておりませんのであらかじめご了承ください。 

御意見のある項目に ✓ を入れてください。 （複数選択可） 
□基本理念  □目標  □政策と具体的取組  □その他 

【ご意見】 
 

プラスチック対策の推進 

環境学習・普及啓発の推進 

安定したごみの収集・運搬・処理・処分  

 

食品ロス削減の推進 

多様な社会ニーズへの対応 

将来を見据えた施設整備  

 

政策 1 

政策 3 

政策 5 

政策 2 

政策 4 

政策 6 

□  

□  

□  

□  

□  

□  

横浜市トップページ ＞ 市の情報・計画 ＞ 横浜市について ＞ 市の組織 ＞ 資源循環局の紹介 ＞ 

その他 ＞ 計画・方針 ＞ 新たな一般廃棄物処理基本計画（仮称） ＞ 新たな一般廃棄物処理基本計画 
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